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第 ４ １ ５ 回 役 員 会 議 事 要 録  

 

１．日  時  平成２８年１２月２６日（月） 自１３時３０分 至１４時１０分 

 

２．場  所  学長室 

 

３．出席者  中井学長、中田理事・副学長、三浦理事・副学長、小沢理事・副学長、 

       若井理事・事務局長 

【オブザーバー出席】真田副学長、千葉副学長、上井監事 

 

４．欠席者  なし 

 

５．審議事項   

（１）国家公務員給与法等改正に伴う給与改定に関する取扱いについて      資料１ 

（２）役員給与規則の一部改正について                   資料２ 

（３）就業規則の一部改正について                     資料３ 

（４）平成２８年度業務達成基準適用事業について              資料４ 

（５）その他 

 

【確認事項】 

第４１４回役員会議事要録を原案のとおり確認した。 

 

【審議事項】 

（１）国家公務員給与法等改正に伴う給与改定に関する取扱いについて 

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料１に基づき、平成２８年１１

月１６日に成立した「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」に

準拠し、役員給与規則及び就業規則を改正する方針について説明があった。 

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、経営協議会の議を経る

ことが確認された。 

 

（２）役員給与規則の一部改正について 

  中田理事・副学長より標記について提案があり、審議事項１において承認された給与

関係規則改正方針に基づき、資料２のとおり、役員給与規則の一部を改正することに

ついて説明があった。 

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、就業条件検討委員会に

諮問、教育研究評議会に報告し、経営協議会の議を経ることが確認された。 

 

（３）就業規則の一部改正について 

  中田理事・副学長より標記について、審議事項１において承認された給与関係規則改

正方針に基づき、国家公務員給与法等改正に準拠した就業規則の一部改正を行うこと、

及び、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改

正に伴う就業規則の一部改正を行う旨の発言があった。 



 ２ 

  続いて、人事課長より、資料３に基づき、給与関係規則及び休業関係規則の改正内容

について説明があった。 

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、就業条件検討委員会に

諮問、各事業場過半数代表者に提示、教育研究評議会に報告し、給与関係規則につい

ては、経営協議会の議を経ることが確認された。 

 

（４）平成２８年度業務達成基準適用事業について 

  若井理事・事務局長より標記について提案があり、資料４に基づき、総額７,３００

万円の金谷川キャンパス等環境整備事業を複数年にわたって展開すること、事業とし

て４つの柱を掲げ、学生生活環境整備として学生寮の電気量自動検針装置更新及び大

学会館のトイレ改修等、附属学校園環境整備として附属中学校及び附属幼稚園の暖房

器具更新（ボイラー方式からの変更）、入試システム整備経費の積み増し、安全管理関

連経費として AED の更新に充てること等の説明があった。 

  審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、教育研究評議会に報告し、

経営協議会の議を経ることが確認された。 

 

（５）その他 

  なし。 


